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【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/60     (2006.01)
   Ｆ０２Ｂ  37/24     (2006.01)
   Ｆ０２Ｂ  39/00     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  33/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ  38/00    ３０２Ｚ
   Ｃ２２Ｃ  38/60    　　　　
   Ｆ０２Ｂ  37/12    ３０１Ｑ
   Ｆ０２Ｂ  39/00    　　　Ｕ
   Ｆ１６Ｃ  33/12    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月23日(2008.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車内燃機関の、可変のタービンジオメトリを有するターボチャージャのベーン支承
リングであって、ターボチャージャが、可変のタービンジオメトリのために、ベーン支承
リング内で調節可能なタービンベーンを有しており、ベーン支承リングが、その支承面で
の固体潤滑剤作用を達成するための硫黄成分を有するオーステナイト系の鉄マトリックス
合金から成っている形式のものにおいて、タングステン（Ｗ）、コバルト（Ｃｏ）、ニオ
ブ（Ｎｂ）、レニウム（Ｒｅ）、モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）、バナジウム（
Ｖ）、ハフニウム（Ｈｆ）、イットリウム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）および／または
同等の高融点合金元素の単数または複数の合金元素１～６質量％を有することを特徴とす
る、内燃機関のターボチャージャのベーン支承リング。
【請求項２】
　それぞれ質量％で示す個々の合金元素を有する次の合金組成
Ｃ　　＝０．４～０．６
Ｃｒ　＝１８～２７
Ｎｂ　＝１．４～１．８
Ｎｉ　＝１２～２２
Ｓ　　＝０．２～０．５
Ｓｉ　＝２．９～３．２
Ｗ　　＝２．４～２．８
残り　＝鉄
不純物もしくは不特定の合金元素は３質量％まで
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を有する、請求項１記載のベーン支承リング。
【請求項３】
　それぞれ質量％で示す個々の合金元素を有する次の合金組成
Ｃ　　＝０．４～０．６
Ｃｒ　＝１８．５～２０．５
Ｎｂ　＝１．４～１．８
Ｎｉ　＝１２．５～１４
Ｓ　　＝０．２５～０．４５
Ｓｉ　＝２．９～３．１５
Ｗ　　＝２．４～２．８
残り　＝鉄
不純物もしくは不特定の合金元素は３質量％まで
を有する、請求項２記載のベーン支承リング。
【請求項４】
　それぞれ質量％で示す個々の合金元素を有する次の合金組成
Ｃ　　＝０．４～０．６
Ｃｒ　＝２４．５～２６．５
Ｎｂ　＝１．４～１．８
Ｎｉ　＝１９．５～２１．５
Ｓ　　＝０．２５～０．４５
Ｓｉ　＝２．９～３．１５
Ｗ　　＝２．４～２．８
残り　＝鉄
不純物もしくは不特定の合金元素は３質量％まで
を有する、請求項２記載のベーン支承リング。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　欧州特許出願公開第１３９４３６４号明細書から、２つのベーン支承リングを備えるタ
ーボチャージャが公知である。製作コストを減じることができるように、少なくとも一方
のベーン支承リングは、その面周方向にわたって分配され一体的に成形されたスペーサを
有する。これらのスペーサにより、両ベーン支承リングの軸方向の間隔は確保可能である
。
　欧州特許出願公開第１３９６６２０号明細書から、ベーン支承リングを備える別のター
ボチャージャが公知である。
　最近の高出力エンジンにおいて、耐久的に機能を果たし得るベーン支承リングには、極
めて高い材料要求が課される。相応に適した材料は、十分なクリープ抵抗、高温時でもベ
ーン支承リングの熱的なひずみを回避する高い寸法安定性、高い耐摩耗性ならびに十分な
耐酸化性を有していなければならない。上位概念部に記載した形式のベーン支承リングの
ひずみ、クリープまたは強い酸化が生じると、タービンガイドベーンのロック、つまり固
着に至り得る。すなわち、ターボチャージャ横断面はもはやガイドベーン調節によりエン
ジンの運転状態に適合され得ない。
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